
座間市共同企業体取扱基準 

 

（趣旨） 

第１条 この基準は、本市が発注する工事のうち、共同施工することにより発注工事の円滑

な実施及び市内本店業者の技術力向上を図ることを目的として結成される共同企業体の取

扱いについて、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この基準において「工事」とは、建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２条第

１項に規定する土木建設に関する工事をいう。 

２ この基準において「共同企業体」とは、本市が発注する特定の工事の施工を目的として、

工事ごとに自主結成するものをいう。 

（適用） 

第３条 共同企業体との工事請負契約その他の取扱いについては、この基準に定めるものの

ほか、座間市契約規則（昭和６０年座間市規則第１７号）、座間市工事請負に関する条件付

一般競争入札実施要綱（平成１８年４月１日施行）、座間市工事請負に関する条件付一般競

争入札事務取扱基準（平成１９年４月１日施行。以下「入札事務取扱基準」という。）、座

間市公共工事低入札価格調査取扱要領（平成１０年４月１日施行）、入札公告及び工事請負

約款の定めるところによる。 

（対象工事） 

第４条 共同企業体へ発注する工事（以下「発注工事」という。）は、その規模、内容等を総

合的に勘案の上、座間市入札契約制度検討委員会（以下「検討委員会」という。）に諮って

認められたものとする。 

（共同企業体の資格要件等） 

第５条 共同企業体の資格要件及び結成方法は、次に定めるところによる。 

⑴ 発注工事に対応する工種について、全ての構成員が座間市入札参加者名簿に登録され

ている者であること。 

⑵ 発注工事に対応する工種について、全ての構成員が建設業の許可を有してから３年以

上の営業年数その他相当の施工実績を有すること。 

⑶ 構成員の数は、２又は３とし、検討委員会に諮り、定めるものとする。 

⑷ 共同企業体の組合せは次のいずれかの構成とし、発注工事ごとに検討委員会に諮り、

定めるものとする。 

 ア 発注工事に対応する工種における格付の等級が、入札事務取扱基準で定めるＡ等級

の業者及び市内本店業者でＡ等級以下による組合せ 

 イ 市内本店業者同士で、発注工事に対応する工種における格付の等級が、入札事務取

扱基準で定めるＡ等級以下による組合せ 



 ウ その他検討委員会において認めた組合せ 

⑸ 代表構成員は、原則として構成員のうち施工能力の大きい者とし、その出資比率は、

構成員中最大とし、他の構成員の出資割合を下回ってはならない。なお、「施工能力」と

は、建設業法第２７条の２３第１項に規定する経営に関する客観的事項についての審査

に係る通知書における当該工事の工種による総合評点とする。 

⑹ 各構成員の出資比率の基準については、原則として次のとおりとすること。 

ア ２者の場合 ３０％以上とする。 

イ ３者の場合 ２０％以上とする。 

⑺ 発注工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任

技術者を、工事現場に専任で配置し得ること。 

⑻ 共同企業体の構成員は、同一の工事において２以上の共同企業体の構成員となること

はできない。 

⑼ 建設業法第２８条第３項の規定による営業停止の期間中でないこと。 

⑽ 座間市競争入札参加停止及び指名停止等措置要綱による指名停止期間中でないこと。 

⑾ 発注工事に対応する要件を別途定める場合には、その要件を満たすこと。 

（共同企業体の資格申請等） 

第６条 競争入札に参加しようとする共同企業体の代表構成員は、公告があった日から１５

日以内に、次に掲げる書類を市長に提出し、競争入札の参加資格の認定を受けなければな

らない。 

⑴ 共同企業体競争入札参加申請書（第１号様式） 

⑵ 共同企業体協定書 

⑶ 委任状（第２号様式） 

⑷ 誓約書（第３号様式） 

⑸ 前各号に掲げるもののほか、入札参加資格を確認するために必要であるもの 

（共同企業体の資格認定等） 

第７条 市長は、前条の規定による共同企業体の参加資格の申請があったときは、提出され

た書類に基づき資格審査を行い、入札参加資格の有無を決定する。 

２ 市長は、前項の資格審査の結果を、共同企業体の代表構成員に通知する。 

３ 第１項の認定は、認定の対象となった発注工事についてのみ有効とする。ただし、発注

工事を請け負った共同企業体については、発注工事と密接に関連する工事についても有効

とする。 

（共同企業体の有効期間） 

第８条 共同企業体の有効期間は、前条の規定による資格審査の結果を通知した日から、競

争入札の結果、落札した共同企業体にあって、発注工事の完成後２年を経過した日までと

し、それ以外の共同企業体については、落札者が契約を締結したときまでとする。 



（共同企業体の資格喪失） 

第９条 入札参加企業体のいずれかの構成員が、第７条の規定による資格審査の結果通知後

において、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、当該構成員を含む入札参

加企業体は、発注工事の競争入札に参加することができない。 

⑴ 本市の入札参加資格を失ったとき。 

⑵ 第５条に規定する構成員の資格要件を満たさないこととなったとき。 

⑶ 資格確認申請書又はその添付書類に虚偽の記載をしたことが判明したとき。 

２ 前項の場合において、市長は、入札参加企業体の代表者に対して、競争入札に参加でき

ない理由を付して書面により通知しなければならない。 

（代表者の権能） 

第１０条 工事の監督、請負代金の支払等契約に基づく行為については、共同企業体の代表

者を相手方とするものとする。 

（解散後の契約不適合責任） 

第１１条 発注工事につき契約不適合責任が生じたときは、共同企業体の有効期間後におい

ても、各構成員が共同連帯してその責めを負わなければならない。 

（実施細目） 

第１２条 この基準に定めのない事項については、市長が別に定める。 

 

附 則 

 この基準は、令和３年４月１日から施行する。 


